
 

25． ５月９日から、自習室原則２４時間使用可能に（確定）
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▼レジュメ 

 ■ レジュメ   

５月９日（月）から、自習室が原則として２４時間使用  

可能な状態に戻りました。  

利用手続きなど、添付ファイルで再確認してください。  
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